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医 の 倫 理 綱 領
日本医師会

医学および医療は、病める人の治療はもとより、

人びとの健康の維持もしくは増進を図るもので、

医師は責任の重大性を認識し、

人類愛を基にすべての人に奉仕するものである。

医師は生涯学習の精神を保ち、つねに医学の知識と技術の習得に努めるとともに、

その進歩・発展に尽くす。
１

医師はこの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるように心掛ける。２

医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内

容についてよく説明し、信頼を得るように努める。
３

医師は互いに尊敬し、医療関係者と協力して医療に尽くす。４

医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範

の遵守および法秩序の形成に努める。
５

医師は医業にあたって営利を目的としない。６

北海道医師会ホームページ→医師の皆さまへ→会員専用メニュー→会員優待サービス

（ご利用にはユーザー名・パスワードによるログインが必要です。）

　北海道医師会では、福利厚生事業の一環として会員限定の優待サービス

を行っています。

　割引価格で提供されていますので、ホームページをご覧ください。

http://www.hokkaido.med.or.jp/

ホテル予約
出張時の宿泊予約、

家族旅行の宿泊に…

ショッピング
ご自宅用・出産祝い

等のギフトに…

旅  行
国内・海外旅行

イベント
ミュージカル・演奏会、

野球観戦、 

ストレス発散に…

会員優待サービスのご案内

http://www.hokkaido.med.or.jp/doctor/index.html
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